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生
活
を
自
立
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
後
、肋
骨

骨
折
、左
大
腿
骨
骨
折
、肝
性
脳
症
、肝
性

昏
睡
、肝
硬
変
等
で
入
退
院
と
通
院
を
繰
り

返
し
、そ
の
間
意
識
レ
ベ
ル
の
変
化
を
伴
う
認

識
障
害
の
状
態
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。入
退
院
お
よ
び
通
院
の一
切
は
二
女
が

面
倒
を
見
て
お
り
、同
年
12
月
末
以
降
は
二

女
の
自
宅
で
生
活
し
て
い
ま
し
た
。

　

X
が
大
腿
骨
骨
折
で
入
院
中
、X
の
実
兄

夫
婦
が
見
舞
い
の
際
、遺
言
が
話
題
と
な
り

ま
し
た
。退
院
後
の
11
月
18
日
、X
は
実
兄

夫
婦
を
訪
ね
、遺
言
状
作
成
を
試
み
ま
し
た

が
、書
き
損
じ
て
一
枚
を
残
し
て
破
棄
。一
枚

は
本
文
日
付
氏
名
が
自
筆
さ
れ
て
お
り
、５

カ
所
の
押
印
は
二
女
、訂
正
の
説
明
や
署
名

は
な
い
状
態
で
し
た
。同
月
27
日
、X
は
二
女

と
と
も
に
S
公
証
役
場
を
訪
ね
、公
証
人
と

面
会
。遺
産
の
配
分
を
二
女
が
2
分
の
1
、三

男
と
孫
が
4
分
の
1
と
す
る
二
女
筆
記
の
メ

モ
を
呈
示
。公
証
人
は
他
の
相
続
人
の
遺
留

分
の
考
慮
を
助
言
し
、結
論
を
保
留
し
ま
し

◎
口
授
と
は
遺
言
の
核
心
的
部
分
を

言
語
で
陳
述
す
る
こ
と

　

普
通
方
式
の
遺
言
は
自
筆
、公
正
、秘
密
の

三
方
式
で
す
が
、公
証
人
作
成
の
公
正
証
書

遺
言
が
代
表
的
で
数
も
多
く
、こ
の
無
効
は

衝
撃
で
し
た
。実
例
を
検
証
し
ま
し
ょ
う
。

　

Ｘ（
大
正
8
年
生
）は
昭
和
23
年
に
夫
Y
と

婚
姻
し
三
男
二
女
を
も
う
け
、Y
が
平
成
9

年
に
、本
人
は
平
成
22
年
4
月
に
死
亡
。遺

産
は
住
居
と
敷
地
の
各
持
分
と
預
金
で
す
。

　

住
居
は
昭
和
59
年
に
建
設
さ
れ
、Y
と

X
、三
男
夫
妻
が
居
住
。Y
の
死
後
、X
は
三

男
や
二
女（
自
宅
が
近
隣
）お
よ
び
ヘ
ル
パ
ー
の

介
護
を
受
け
、平
成
21
年
4
月
ま
で
は
日
常

た
。12
月
24
日
、X
は
二
女
と
実
兄
夫
妻（
証

人
）と
と
も
に
S
公
証
役
場
を
再
訪
。X
は

う
つ
む
い
た
状
態
で
し
ば
ら
く
黙
し
て
か
ら
、

公
証
人
に「
二
女
に
全
部
」と
申
述
し
ま
し

た
。義
姉
が「
5
人
い
る
の
よ
。そ
れ
で
い
い

の
」と
話
す
と
、「
孫
に
も
」と
述
べ
以
後
は
沈

黙
。公
証
人
は
別
席
で
遺
言
案
を
作
成
し
、

二
女
に
10
分
の
5
、他
の
相
続
人
と
孫
に
各

10
分
の
1
、X
死
亡
前
に
相
続
人
が
死
亡
し

た
場
合
の
対
処
等
の
遺
言
を
公
証
人
が
読
み

上
げ
、「
こ
れ
で
い
い
の
」と
尋
ね
る
と
X
は
頷

き
ま
し
た
。平
成
22
年
１
月
７
日
、X
は
二

女
と
実
兄
夫
妻（
証
人
）と
と
も
に
公
証
役

場
を
訪
れ
、前
回
の
遺
言
案
を
公
証
人
が
読

み
上
げ「
い
い
で
す
か
」と
尋
ね
る
と
頷
き
、

X
と
証
人
二
人
が
署
名
押
印
し
ま
し
た
。

　

平
成
22
年
4
月
、X
が
死
亡
し
、同
年
9

月
10
日
に
公
正
証
書
遺
言
に
基
づ
く
登
記

を
経
由
し
ま
し
た
。翌
年
、長
男
長
女
三
男

が
原
告
と
な
り
二
女
と
そ
の
孫
、亡
次
男
の

妻
を
被
告
と
し
、公
正
証
書
遺
言
は
口
授
の

公
正
証
書
遺
言
が
口
授
の
不
備
で
無
効

弁
護
士　

高
津 

公
子

【
ご
相
談
】

　
「
公
正
証
書
遺
言
が
裁
判
で
無
効
に

な
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
。ど
う
す
れ
ば

正
し
い
遺
言
が
で
き
ま
す
か
？
」

要
件
を
欠
き
無
効
、自
筆
証
書
遺
言
は
遺
言

能
力
が
な
く
無
効
で
あ
る
と
し
て
移
転
登
記

の
抹
消
お
よ
び
更
正
登
記
手
続
き
を
求
め

て
提
訴
し
ま
し
た
。東
京
地
裁
は
、「
公
正
証

書
遺
言
は
証
人
２
人
以
上
の
立
会
い
が
あ
る

中
、遺
言
者
が
遺
言
の
趣
旨
を
公
証
人
に
口

授
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、口
授
と
は
遺

言
の
核
心
的
部
分
の
概
括
的
内
容
を
言
語
で

陳
述
す
る
こ
と
」で
あ
り
、「
本
件
は
口
授
が

認
め
ら
れ
な
い
」、自
筆
証
書
遺
言
は
遺
言
意

思
が
な
い
と
原
告
の
請
求
を
全
て
容
認
し
ま

し
た（
東
京
地
裁　

平
成
27
年
1
月
16
日
判

決
）。二
女
等
の
控
訴
で
東
京
高
等
裁
判
所
は

事
実
を
詳
細
に
調
べ
て
口
授
の
存
在
を
否
定

し
、控
訴
を
棄
却
。二
女
ら
の
上
告
も
棄
却
さ

れ
、受
理
上
告
申
立
は
不
受
理
で
終
了
し
ま

し
た（
東
京
高
裁　

平
成
27
年
8
月
27
日
判

決　

判
例
時
報
2
3
5
2
号
）。

　

遺
言
は
遺
言
者
の
死
亡
で
効
力
を
生
じ
る

た
め
、厳
格
な
要
式
行
為（
民
法
９
６
０
条
）

で
あ
り
、正
し
く
遺
言
す
る
に
は
遵
守
す
べ

き
要
件
を
省
略
し
な
い
こ
と
が
大
切
で
す
。
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物
件
の
売
買
契
約
が
成
立
す
べ
き
状
態
に
あ

る
中
、Ｘ
に
媒
介
手
数
料
を
省
略
し
た
い
旨
を

述
べ
た
こ
と
か
ら
、Ｙ
は
Ｘ
への
媒
介
報
酬
支
払

い
を
免
れ
る
べ
く
、Ｘ
の
媒
介
に
よ
る
売
買
契

約
成
立
を
故
意
に
妨
げ
た
と
言
え
、Ｘ
の
請
求

は
1
0
0
万
円
の
限
度
で
理
由
が
あ
る（
東

京
地
裁　

平
成
28
年
8
月
10
日
判
決
）。

【
総 

評
】

　

本
件
で
は
、不
動
産
会
社
の
媒
介
行
為
や

買
主
の
認
識
等
を
総
合
勘
案
し
、媒
介
報
酬

請
求
が
認
容
さ
れ
た
が
、そ
も
そ
も
宅
建
業

法
で
は
、売
買
の
媒
介
を
依
頼
さ
れ
た
際
、媒

介
契
約
書
の
取
交
し
を
媒
介
会
社
に
義
務

付
け
て
い
ま
す
。

　

本
件
で
も
、Ｙ
か
ら
購
入
申
込
書
を
交
付

さ
れ
た
際
、Ｘ
が
媒
介
契
約
の
内
容
を
説
明

し
、媒
介
契
約
書
を
取
り
交
わ
し
て
い
れ
ば
、

不
動
産
売
買
取
引
に
疎
い
個
人
買
主
が
、い

わ
ゆ
る
抜
き
行

為
を
行
う
こ
と

は
避
け
ら
れ
た

と
思
わ
れ
、媒

介
契
約
の
締
結

時
、媒
介
契
約

書
の
取
交
し
を

怠
ら
な
い
よ
う

留
意
す
る
こ
と

が
必
要
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。

買
主
に
よ
り

不
動
産
売
買
取
引
か
ら
排
除
さ
れ
た
媒
介
会
社
の

媒
介
行
為
に
基
づ
く
報
酬
の
請
求
が
認
容
さ
れ
た
事
例

（
一財
）不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構

件
購
入
の
意
思
は
確
固
た
る
も
の
で
あ
っ
た

と
言
え
、Ｙ
は
Ｘ
に
購
入
申
込
書
を
作
成
し

た
時
点
で
、Ｘ
に
媒
介
行
為
を
委
託
し
、Ｘ
も

受
託
し
た
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
り
、媒

介
契
約
は
成
立
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

⑵
Ｙ
は
、国
土
交
通
省
告
示
の
媒
介
報
酬
規

定
が
掲
示
さ
れ
て
い
た
Ｘ
の
事
務
所
で
購
入

申
込
書
を
作
成
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、Ｘ

と
Ｙ
に
は
、本
物
件
の
媒
介
成
約
時
に
、一
定

額
の
報
酬
を
支
払
う
明
示
黙
示
の
合
意
が

あ
っ
た
と
解
す
る
の
が
相
当
と
は
言
え
る
が
、

確
定
的
な
媒
介
報
酬
の
金
額
等
に
つ
い
て
合

意
し
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

⑶
Ｘ
が
本
物
件
の
内
見
や
売
主
と
の
媒
介
手

続
に
従
事
し
た
こ
と
、Ｙ
は
媒
介
に
よ
り
本
物

件
を
購
入
し
た
場
合
、３
％
程
度
の
報
酬
を

要
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
、Ｙ
は
購

入
申
込
書
記
載
額
と
同
額
で
購
入
し
た
こ
と

等
を
勘
案
す
る
と
、Ｘ
の
媒
介
報
酬
は
売
買

代
金
の
３
％
程
度
の
1
0
0
万
円
が
相
当
と

言
え
、ま
た
、Ｙ
は
、Ｘ
の
媒
介
活
動
に
よ
り
本

【
解 

説
】

　

裁
判
所
は
、次
の
通
り
判
示
し
、Ｘ
の
Ｙ
に

対
す
る
請
求
を
ほ
ぼ
認
容
し
ま
し
た
。

⑴
Ｙ
は
、Ｘ
事
務
所
を
訪
れ
、内
見
後
に
購

入
申
込
書
を
作
成
・
交
付
し
、Ｘ
は
同
申
込

書
を
Ａ
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
し
、翌
日
、Ａ
宛
に
持
参
し

て
い
る
事
実
経
緯
に
照
ら
す
と
、Ｙ
の
本
物

【
ケ
ー
ス
】

　

平
成
25
年
6
月
6
日
、買
主
Ｙ
は
不

動
産
会
社
Ｘ
の
事
務
所
を
訪
れ
、宅
地

建
物
取
引
事
業
者
Ａ
が
指
定
流
通
機

構
に
登
録
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン（
以
下「
本

物
件
」と
い
う
。）を
内
見
後
、「
私
は
、

本
物
件
を
３
３
８
０
万
円
に
て
Ｘ
の
仲

介
で
購
入
の
申
込
み
を
い
た
し
ま
す
」

と
記
載
し
た
購
入
申
込
書
を
Ｘ
に
交

付
し
ま
し
た
。Ｘ
は
、Ａ
に
同
申
込
書
を

Ｆ
Ａ
Ｘ
し
、翌
日
、持
参
し
ま
し
た
。

　

同
月
7
日
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
、Ａ
と

直
接
に
契
約
す
る
と
手
数
料
を
要
し
な

い
こ
と
を
知
っ
た
Ｙ
は
、Ｘ
の
事
務
所
を

訪
れ
、本
物
件
の
媒
介
手
数
料
を
省
略

し
た
い
旨
を
申
し
述
べ
て
、購
入
申
込
書

に
係
る
取
引
を
解
消
す
る
よ
う
求
め
ま

し
た
。Ｘ
は
、Ａ
に
本
物
件
の
購
入
を
取

り
や
め
る
旨
の
連
絡
を
し
ま
し
た
。

　

２
日
後
、Ｙ
は
Ａ
事
務
所
を
訪
れ
、

本
物
件
の
購
入
を
申
し
込
み
、そ
の

後
、Ａ
の
仲
介
で
売
買
契
約
を
締
結

し
、残
金
決
済
を
行
い
ま
し
た
。ま
た
、

Ａ
は
指
定
流
通
機
構
へ
の
本
物
件
登

録
を
抹
消
し
ま
し
た
。

　

Ｘ
は
、Ｙ
が
Ｘ
を
排
除
し
て
本
物
件

の
売
買
を
し
た
こ
と
を
知
り
、
購
入

申
込
書
を
作
成
し
た
時
点
で
Ｘ
・
Ｙ

間
で
本
物
件
に
係
る
媒
介
契
約
が
成

立
し
て
い
る
と
し
て
、Ｙ
に
媒
介
報
酬

1
1
1
万
円
余
の
支
払
い
を
求
め
、Ｙ

を
提
訴
し
ま
し
た
。

①XとYは、Aの登録したマンションを内見。
　YはXに購入申込書を交付

XX
②申込書をFAXで
　送付。翌日に持参

③YはAとの直接取引であれば手数料がかからない
　と知り、Xに取引解消を求める

⑤媒介契約が成立していたとして、Yに報酬を求める

AA Y

④YはAと売買
　契約を締結
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◎�

手
続
き
の
流
れ

　

相
続
人
が
不
存
在
の
場
合
、相
続
財
産
は

法
人
と
な
り
ま
す
。相
続
財
産
を
管
理
す
る

た
め
に
、家
庭
裁
判
所
は
利
害
関
係
人
等
の

請
求
に
よ
り
相
続
財
産
管
理
人
を
選
任
し

て
、そ
の
旨
を
公
告
し
ま
す
。こ
の
公
告
は
、

２
カ
月
の
期
間
で
管
理
人
選
任
を
公
示
す
る

他
に
、相
続
人
の
捜
索
の
意
味
も
持
ち
ま
す
。

こ
の
２
カ
月
の
公
告
期
間
に
相
続
人
が
出
現

し
な
い
場
合
、相
続
財
産
管
理
人
は
、相
続

債
権
者
お
よ
び
受
遺
者
に
対
し
て
権
利
を
主

張
さ
せ
る
た
め
の
公
告
を
行
い
ま
す
。こ
の
公

告
は
、２
カ
月
以
上
の
期
間
と
な
り
ま
す
。こ

の
公
告
は
、債
権
者
や
受
遺
者
へ
の
請
求
申

出
の
他
、第
２
回
目
の
相
続
人
の
捜
索
の
意

味
も
あ
り
ま
す
。知
れ
て
い
る
債
権
者
に
お

い
て
は
、公
告
の
他
に
格
別
に
催
告
を
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
債
権
申
出
の
公
告
期
間
が
経
過
し
て

も
な
お
相
続
人
が
出
現
し
な
い
場
合
に
は
、

相
続
財
産
管
理
人
の
請
求
に
よ
り
、家
庭
裁

判
所
は
、６
カ
月
以
上
の
期
間
を
定
め
て
相

続
人
の
捜
索
の
最
後
の
公
告
を
行
い
ま
す
。

こ
の
期
間
に
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す

る
も
の
が
出
現
し
な
い
場
合
に
は
、相
続
人

の
不
存
在
が
確
定
し
、相
続
人
の
権
利
は
消

滅
。相
続
債
権
者
、受
遺
者
は
、そ
の
権
利
を

主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

こ
の
財
産
の
行
方
は
被
相
続
人
と
生
計
を

同
じ
く
し
て
い
た
者
、被
相
続
人
の
療
養
看

護
に
努
め
た
も
の
等
、被
相
続
人
と
特
別
な

縁
故
が
あ
っ
た
も
の（
以
下
特
別
縁
故
者
と

い
う
）が
い
た
か
否
か
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
き

ま
す
。相
続
人
不
存
在
が
確
定
し
、3
カ
月

以
内
に
特
別
縁
故
者
か
ら
の
申
出
が
あ
り
、

家
庭
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、

特
別
縁
故
者
に
不
動
産
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

も
し
、特
別
縁
故
者
が
い
な
く
て
も
、い
た

と
し
て
も
分
与
が
家
庭
裁
判
所
で
認
め
ら
れ

ず
、そ
の
不
動
産
が
共
有
持
分
で
あ
る
場
合

に
は
、そ
の
共
有
持
分
は
、他
の
共
有
者
に
帰

属
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
不
動
産
が
単
有
で
あ
り
、特
別
縁
故

者
へ
の
分
与
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、そ
の
不

動
産
は
、最
終
的
に
国
庫
に
帰
属
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

◎�

登
記
手
続
き

　

こ
の
よ
う
な
一
連
の
流
れ
で
、登
記
手
続
き

相
続
人
の
不
存
在
と
登
記

相
馬
登
記
司
法・調
査
士
事
務
所（
監
修 

相
馬
計
二
）

担
当
司
法
書
士　

樋
口 

雅
文

【
プ
ロ
ロ
ー
グ
】

　

不
動
産
の
所
有
権
登
記
名
義
人
が
死

亡
し
、法
定
相
続
人
が
い
な
か
っ
た
り
、

全
て
の
相
続
人
が
相
続
放
棄
を
し
た
り

し
、遺
言
書
も
残
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、

こ
の
不
動
産
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　

今
回
は
、相
続
人
の
不
存
在
の
場
合

の
不
動
産
登
記
の
手
続
き
の
流
れ
に
つ

い
て
、考
え
ま
す
。

と
し
て
第
一に
必
要
に
な
る
の
は
、相
続
財
産

管
理
人
選
任
の
審
判
に
基
づ
き
、死
亡
の
日

付
で
相
続
人
不
存
在
を
原
因
と
し
た
亡
○

○
○
相
続
財
産
名
義
に
す
る
登
記
で
す
。特

別
縁
故
者
へ
の
不
動
産
の
分
与
が
認
め
ら
れ

た
場
合
に
は
、亡
○
○
○
相
続
財
産
名
義
か

ら
特
別
縁
故
者
へ
の
移
転
登
記
が
必
要
に
な

り
ま
す
。相
続
財
産
が
共
有
持
分
で
あ
り
、

共
有
者
の
１
人
が
死
亡
し
、相
続
人
、特
別

縁
故
者
が
い
な
い
場
合
に
は
、他
の
共
有
者
に

帰
属
す
る
こ
と
に
な
り
、そ
の
場
合
に
は
、亡

○
○
○
相
続
財
産
持
分
移
転
登
記
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

◎
ま
と
め

　

説
明
し
て
き
た
よ
う
に
、相
続
人
の
不
存

在
が
確
定
す
る
ま
で
、13
カ
月
以
上
の
期
間

が
必
要
と
な
り
ま
す
。相
続
人
、相
続
債
権

者
、受
遺
者
の
捜
索
、ま
た
、特
別
縁
故
者
へ

の
分
与
の
検
討
が
慎
重
に
行
わ
れ
て
い
る
の

で
す
。昨
今
、と
り
ざ
た
さ
れ
て
い
る
空
き
家

問
題
の
解
決
の
糸
口
の
一つ
を
担
っ
て
い
る
制

度
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

相続人の不存在が確定するまで
13カ月以上の期間が必要

相続人不存在相続人不存在

相
続
放
棄
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存
住
宅
に
一
定
の
増
改
築
等
を
行
っ
て
新
耐

震
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
、取
得
の
日
か

ら
2
年
以
内
に
自
宅
と
し
て
使
用
す
る
個

人
に
販
売
し
た
場
合
、そ
の
敷
地
に
つ
い
て
、

新
築
住
宅
の
敷
地
に
対
す
る
減
額
措
置（
床

面
積
の
2
倍（
2
0
0
㎡
を
限
度
）相
当
額

等
の
減
額
）と
同
様
の
措
置
が
新
設
さ
れ
ま

す（
平
成
31
年
3
月
31
日
ま
で
）。

⑶
次
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
が
、平
成
33

年
3
月
31
日
ま
で
3
年
延
長
さ
れ
ま
す
。

①
宅
地
評
価
土
地
の
取
得
に
係
る
不
動
産

取
得
税
の
課
税
標
準
を
価
格
の
2
分
の
1

と
す
る
特
例

②
住
宅
お
よ
び
土
地
の
取
得
に
係
る
不
動
産

取
得
税
の
標
準
税
率（
本
則
4
％
）を
3
％

と
す
る
特
例

⑷
次
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
が
、平
成
32

年
3
月
31
日
ま
で
2
年
延
長
さ
れ
ま
す
。

①
新
築
住
宅
を
宅
地
建
物
取
引
事
業
者
等

が
取
得
し
た
も
の
と
み
な
す
日
を
緩
和
す
る

特
例（
住
宅
新
築
の
日
か
ら
6
カ
月
→
1
年

を
経
過
し
た
日
）

②
新
築
住
宅
特
例
適
用
住
宅
用
土
地
に
係
る

不
動
産
取
得
税
の
減
額
措
置（
床
面
積
の
２
倍

（
2
0
0
㎡
を
限
度
）相
当
額
等
の
減
額
）に
つ

い
て
、土
地
取
得
後
の
住
宅
新
築
ま
で
の
経
過

年
数
要
件
を
緩
和
す
る
特
例（
2
年
→
3
年
）

③
新
築
の
認
定
長
期
優
良
住
宅
に
係

る
課
税
標
準
の
特
例（
1
2
0
0
万
円

→
1
3
0
0
万
円
控
除
）

　

前
号
に
引
き
続
き
、平
成
30
年
度
税
制
改

正
の
う
ち
、不
動
産
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て

解
説
し
て
い
き
ま
す
。

◎�

印
紙
税

　

次
の
税
額
の
軽
減
措
置
の
適
用
期
限
が
、

平
成
32
年
3
月
31
日
ま
で
2
年
延
長
さ
れ

税
理
士・不
動
産
鑑
定
士

千
葉
商
科
大
学
大
学
院
会
計
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
研
究
科
客
員
教
授　

井
出 

真

不
動
産
に
関
す
る

税
金
の
改
正
に
つ
い
て（
そ
の
２
）

ま
す
。

◎�

登
録
免
許
税

⑴
土
地
の
相
続
登
記
に
対
す
る
登
録
免
許

税
の
免
税
措
置
の
新
設

①
土
地
を
相
続
し
た
者
が
所
有
権
の
移
転

登
記
を
受
け
な
い
ま
ま
死
亡
し
、そ
の
者
の

相
続
人
等
が
、平
成
30
年
4
月
1
日
か
ら
平

成
33
年
3
月
31
日
ま
で
の
間
に
、そ
の
死
亡

し
た
者
を
登
記
名
義
人
と
す
る
た
め
の
所

有
権
移
転
登
記
は
、免
税
と
さ
れ
ま
す
。

②
個
人
が
、所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円

滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法（
仮
称
）の

施
行
の
日
か
ら
平
成
33
年
3
月
31
日
ま
で
の

間
に
、法
務
大
臣
が
指
定
す
る
市
街
化
区
域

外
の
土
地（
価
額
が
10
万
円
以
下
）に
つ
い
て

受
け
る
相
続
に
よ
る
所
有
権
移
転
登
記
は
、

免
税
と
さ
れ
ま
す
。

⑵
税
率
の
軽
減
措
置（
次
表
）の
適
用
期
限

が
、平
成
32
年
3
月
31
日
ま
で
2
年
延
長
さ

れ
ま
す
。

◎�

不
動
産
取
得
税

⑴
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
敷
地
の

減
額
措
置
の
新
設

　

耐
震
基
準
不

適
合
既
存
住
宅

を
取
得
し
、入

居
前（
取
得
後

6
カ
月
以
内
）に

新
耐
震
基
準
に

適
合
す
る
た
め

の
改
修
を
し
た

場
合
、そ
の
敷

地
に
つ
い
て
、耐

震
基
準
適
合
既

存
住
宅
の
敷
地
に
対
す
る
減
額
措
置（
床
面

積
の
2
倍（
2
0
0
㎡
を
限
度
）相
当
額
等
の

減
額
）と
同
様
の
措
置
が
新
設
さ
れ
ま
す
。

⑵
宅
地
建
物
取
引
事
業
者
が
増
改
築
等
を

し
た一
定
の
住
宅
の
敷
地
の
減
額
措
置
の
新
設

　

宅
地
建
物
取
事
引
業
者
が
取
得
し
た
既

種類 所有権の
保存登記 所有権の移転登記

特定認定長期優良住宅 0.1％ 0.1％
（戸建て住宅は0.2％）

認定低炭素住宅 0.1％ 0.1％

宅地建物取引業者が増
改築等をした一定の住
宅用家屋（※）

－ 0.1％

（※）対象工事に一定の省エネ改修工事が加わります。

記載金額 印紙税額

不動産の譲渡に
関する契約書

建設工事の請負に
関する契約書

平成26年4月1日～
平成32年3月31日

	 10万円超	 50万円以下 	 100万円超	 200万円以下 200円

	 50万円超	100万円以下 	 200万円超	 300万円以下 500円

	100万円超	500万円以下 	 300万円超	 500万円以下 1,000円

	 500万円超	1,000万円以下 5,000円

	1,000万円超	5,000万円以下 1万円

	5,000万円超	 1億円以下 3万円

	 1億円超	 5億円以下 6万円

	 5億円超	 10億円以下 16万円

	 10億円超	 50億円以下 32万円

50億円超 48万円


